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伊賀地域二次救急実施病院

3月  地域医療室
　　 63‐3913

◎受け入れ対象は、重症患者です。実施日以外は救急
受け入れを行いません。
◎重症患者が重なるときは、受け入れできない場合
があります。

◎名張市立病院小児科では、24時間 365日小児二次
救急の対応をしています。受入対象は重症患者です。

　けがおよび交通事故などの外科系疾患は除きます。
◎かかりつけ医へ早めの受診を心掛けましょう。

☆三重県救急医療情報センターコールセンター（ 64‐
1199）…24時間体制で受診可能な医療機関を紹介

◆平日…午後 5時～翌日午前 8時 45分
◆土・日曜日、祝日…午前 8時 45分～
翌日午前 8時 45分
※ただし、岡波総合病院は、月曜日…午
後5時～翌日午前9時／第2・4日曜日、
祝日…午前 9時～翌日午前 8時 45分
◆平日昼間午前8時45分～午後5時は、
名張市立病院で二次救急を実施

☆みえ子ども医療ダイヤル（ ＃
シャープ

8000）…子どもの急病
やケガの無料相談（毎日午後7時30分～翌日午前8時）

1 2 3
名

日 月 火 水 木 金 土

8 9 10 11 12
名

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25
岡

27 28

上

26

上
7

名

岡

岡名
6

5

岡 名/岡 上名 名

名/岡 上岡名 名 上

岡

上

名名/岡 上

4
上名/岡名

29
上

30
名/岡

31
名

◆救急車での搬送以外は必ず事前にご連絡ください。
名…名張市立病院（ 61‐1100）
上…上野総合市民病院（ 24‐1111）
岡…岡波総合病院（ 21‐3135）
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予防接種はお済みですか？
まだの人はお急ぎください

　平成27年 4月１日以降に接種された乳児の
ロタウイルス、及び、Ｂ型肝炎予防接種費用助
成の申請期間は平成28年 3月 31日までです。
　また、「お知らせハガキ」などが届いている
下記の予防接種の対象者の皆さんが自己負担
なしに接種できるのは 3月末までです。

◆ 接種期限が 3月末までの予防接種

・MR（はしか・風しん）2期〔就学前の年長児〕
・ 2種混合（ジフテリア・破傷風）2期〔小学6年生〕
・成人用肺炎球菌〔節目年齢の人〕
 健康支援室　 63‐6970

年金相談

国民年金保険料の納付は口座振替が便利でお得です。
平成28年度の国民年金の保険料は、月額16,260円（平成28年4月分～）

 津年金事務所　  059‐228‐9112

▼ １年度分保険料を納付書で月々現金納付すると…16,260円×12ヵ月＝195,120円
▼ 2年度分（4月分～翌々年3月分）の保険料を口座振替で前納すると…
　377,310円（2年間で15,690円の割引）※４月末に一括で引き落とします。平成29年度
保険料を月額16,490円として割引額を計算しています。

▼ 1年度分（4月分～翌年3月分）の保険料を口座振替で前納すると…
　 191,030円（年間4,090円の割引）※４月末に一括で引き落とします。
▼ 6ヵ月分（4～9月分、10月～翌年３月分）の保険料を口座振替で前納すると…
　6ヵ月分の保険料が96,450円（6ヵ月で1,110円割引、年間で2,220円の割引）
　※4～9月分は４月末・10～3月分は10月末に一括で引き落とします。
▼ 口座振替の毎月振替（早割）で納付すると…初回のみ2ヵ月分を引き落し、50円割引とな
ります。次回からは、毎月の保険料から50円割引となります。

口座振替の申込　前納は、①1年度分、2年度分および上期6ヵ月分（4～9月分）は2月末まで
　②下期6ヵ月分（10月分～翌年3月分）は8月末までに、お早めに年金事務所か、金融機関
（郵便局含む）に申し込んでください。　　　　　

日時　3月8日火・22日火 午前10時～午後3時（受付は午後2時45分まで）
場所　産業振興センターアスピア（南町）  保険年金室   63‐7445

児童扶養手当・特別児童扶養手当
制度のご案内

■ 児童扶養手当
対象　父母の離婚などで、児童（18歳に達する
　日以後の最初の3月31日までの間にある人）を
　養育している人
※児童の身体や精神に中程度以上の障害を有する
　場合は、20歳未満まで手当を受けられます。
※一人親家庭でない場合でも、配偶者が重度の障
　害（国民年金の障害等級1級程度）にあり、児
　童を養育している人も対象になります。
支給額（所得に応じて変動。4・8・12月に支給）
※所得が一定額以上の場合は手当は支給されません。
▼児童1人の場合
　全部支給…月額42,000円
　一部支給…月額9,910円～41,990円
▼児童2人以上の場合
　2人の場合は、5,000円の加算。3人以降は
さらに3,000円ずつ加算

■ 特別児童扶養手当
対象　身体や精神に障害のある20歳未満の児
童を養育している人　
※所得制限や児童が福祉施設に入所中などの理由
　で手当を受けることができない場合があります。
支給額（児童1人あたり。支給月4・8・11月）
▼障害の程度が1級　月額51,100円　
▼障害の程度が2級　月額34,030円
 子ども家庭室　  63‐7594

3 月 1日～ 7日は
「建築物防災週間」です

　日ごろから建物やブロ
ック塀などの点検を行い、
災害時の避難経路や安全
対策について家族で話し
合っておきましょう。
 建築開発室　  63‐7698

特別障害者手当、障害児福祉手当
の申請を受け付けています

■ 特別障害者手当
対象　20 歳以上で、重度の障害があるために、
日常生活において常に特別な介護を必要と
する在宅の人

支給額　月額 26,620 円
支給月　5月、8月、11月、2月の年 4回
■ 障害児福祉手当
対象　20歳未満で、重度の障害があるために、日
常生活において常に介護を必要とする在宅の人

支給額　月額 14,480 円
支給月　5月、8月、11月、
2月の年 4回

◎いずれも、申請には医
師の診断書や所得状況
届が必要です。また、
本人、配偶者、扶養義
務者に対する所得制限
があります。詳しくは、
お問い合わせください。

 高齢・障害支援室　  63‐7591

みんなの命を守ろう！
「普通救命講習会」受講者募集

　大切な命を守るため、救急車が到着するまで
の間、適切な応急手当が必要です。
日時　3 月 21日▢祝  午前 9 時～正午
場所　防災センター（鴻之台1）
対象　市内在住、在勤者の15歳以上の人
募集人数　20人（先着順）
内容　心肺蘇生法、止血法、AED（自動体外式
除細動器）の取り扱いなど

申込　3月6日日から12日土（午前 9時～午後
6時）までに名張消防署・桔梗が丘分署・つ
つじが丘出張所に直接受講者本人が申込

※代理、および電話による申込は不可
 名張消防署　  63‐0999


